令和８年度山形県事業承継促進事業費補助金交付要綱

　（目的及び交付）
第１条　知事は、県内中小企業者の技術、雇用等の経営資源を次世代に引き継ぎ、本県経済の持続的な発展を図るため、県内中小企業者等が行う円滑な事業承継のうち第三者承継（以下「Ｍ＆Ａ」という。）の実施に向けた取組みを行う場合において、山形県補助金等の適正化に関する規則（昭和35年８月県規則第59号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で当該事業者に対し補助金を交付する。

　（補助事業者）
第２条　補助金の交付を受けることができる事業者（以下「補助事業者」という。）は、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者であって、次の各号に定めるものとする。
(1) 譲渡型（売り手） 県内に事業所を有する者
(2) 譲受型（買い手） 事業承継後に県内で事業を営む者

　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、山形県事業承継・引継ぎ支援センターによる支援を受け行う、次のいずれかの事業とする。
　(1) 譲渡型（売り手）
前条第１号の補助事業者が行うＭ＆Ａに向けた準備や成立に係る手続き
　(2) 譲受型（買い手）
[bookmark: _Hlk224634406]前条第２号の補助事業者が行うＭ＆Ａに向けた準備や成立に係る手続き

　（補助対象経費及び補助金の額）
第４条　補助金の額は、補助金の交付の決定の日から令和９年２月15日までに実施した、別表に掲げる経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。）の２分の１に相当する額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は500,000円のいずれか低い額とし、下限は100,000円とする。

　（交付の申請）
第５条　規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）の提出期限は、知事が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
　(1) 事業計画書（別記様式第１号）
　(2) その他知事が必要と認める書類

　（交付の決定）
第６条　知事は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

　（交付の条件）
第７条　規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
　(1) 補助金の額の増を伴う変更
　(2) 補助対象経費の合計額の20％を超える増減（増減額が10万円以内の場合を除く。）
２　規則第７条第１項第１号の規定により知事の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書（別記様式第２号）に第５条各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
３　規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止について知事の承認を受けようとするときは、事業中止（廃止）承認申請書（別記様式第３号）を提出しなければならない。
４　規則第７条第１項第２号の規定により知事の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書（別記様式第４号）を提出しなければならない。
５　規則第７条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
　(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
　(2) 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類については、補助事業完了の年度の翌年度から５年間（取得財産等のうち規則第22条及び第11条第１項の規定により処分が制限されているもの（次号において「処分制限財産」という。）に係るものについては、当該制限を受ける期間）保管しておかなければならない。
　(3) 処分制限財産については、財産管理台帳（別記様式第５号）を備え付けておかなければならない。

　（状況報告）
第８条　規則第12条の規定による補助事業状況報告書（規則別記様式第２号）は、知事が必要があると認めて求めた場合において、事業実施状況調書（別記様式第６号）を添付して、知事が別に定める日までに提出しなければならない。

　（実績報告）
第９条　規則第14条の規定による補助事業実績報告書（規則別記様式第２号）の提出期限は、補助事業完了後15日を経過した日又は令和９年２月28日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
　(1) 事業実績書（別記様式第７号）
　(2) その他知事が必要と認める書類

　（補助金の支払）
第10条　補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。

　（財産処分の制限）
第11条　規則第22条第２号及び第３号の規定により、機械及び重要な器具で知事が指定するもの並びに知事が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるものは、取得し、又は効用の増加した価格が１件50万円以上のものとする。
２　規則第22条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
３　補助事業者は、規則第22条の規定により知事の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書（別記様式第８号）を知事に提出しなければならない。
４　知事は、前項の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

　　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別表
	項目
	対象経費

	譲渡型
	事業資産・企業価値の算出、仲介契約・アドバイザリー契約の締結、相手先探索、成功報酬、契約書作成等において専門家等に支払われる謝金、旅費、委託費

	譲受型
	事業承継計画の策定、契約書作成、仲介契約・アドバイザリー契約の締結、成功報酬、相手先探索、登記・許認可、生産性向上のために必要な移転・移設・設備導入に要する謝金、旅費、役務費、委託費、備品購入費

	その他
	上記のほか、知事が特に必要と認める経費





規則別記様式第１号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


令和８年度山形県事業承継促進事業費補助金交付申請書

　令和８年度において、山形県事業承継促進事業について、標記補助金　　　　　円を交付されるよう、山形県補助金等の適正化に関する規則第５条の規定により関係書類を添付して申請する。


規則別記様式第２号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


令和８年度山形県事業承継促進事業費補助金状況（又は実績）報告書

　令和　年　月　日付け　　第　　号をもって補助金の交付の決定の通知があった標記補助事業について、山形県補助金等の適正化に関する規則第12条（又は第14条）の規定により、その状況（又は実績）を関係書類を添付して報告する。


別記様式第１号
事　業　計　画　書
１　事業者の概要等
　(1) 事業者の概要
	（１）企業名称
	

	（２）代表者職・氏名
	

	（３）住　　所
	〒


	（４）設立年月日
	　　　　　年　　月　　日

	（５）資本金	
	　　　　　　　　　　円

	（６）従業員数
	　　　　　　　　　　人（うち正社員数　　　　　人）

	（７）主たる業種
	

	（８）連絡先
	担当者所属部署名：
担当者職・氏名　：
電話番号　　　　：
ＦＡＸ番号　　　：
Ｅ－ｍａｉｌ　　：



２　申請事業の概要
	（１）事業区分
（いずれかに○）
	譲渡型　　　　　　譲受型
（相手企業名：　　　）

	（２）事業期間
	　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

	（３）計画内容
	【想定スキーム】
①M&Aに向けた準備手続き（企業価値算出、事業承継計画策定等）

②M&A成立に必要な手続き（契約締結、許認可等）


【想定スケジュール】









	（４）Ｍ＆Ａの目的・必要性
	







						

	（５）譲渡企業従業員の雇用計画・方針

	









	（６）引継ぎ事業の
成長可能性

	







　　

	（７）地域経済への
影響　
	






	






３　補助金所要額計算
	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)

	経費区分
	補助対象経費
支出予定額
（税抜）
	(A)×1/2
（千円未満切捨）
	補助基準額

	補助金所要額
(B)又は(C)
のいずれか
低い額
	自己資金
(A)-(D)
	自己資金の
内訳

	

	円

	

	

	
	
	現金・預金
円

	

	円

	
	
	
	
	その他
（　　　　）

	合計
	円

	円

	円
500,000
	円

	円

	円





別記様式第２号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


令和８年度山形県事業承継促進事業計画変更承認（及び補助金変更交付）申請書

　令和　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業について、下記のとおり事業計画を変更し（、補助金　　　　　円の変更交付を受け）たいので、山形県補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認されるよう、関係書類を添付して申請する。

記

１　変更の理由


２　変更の内容


３　補助金変更交付申請額（補助金の額に変更がある場合）
	既交付決定額
	金　　　　　　円(A)

	今回変更増△減額
	金　　　　　　円(B)

	変更交付申請額
	金　　　　　　円(A)+(B)



（注）添付書類のうち、様式第１号については、変更前と変更後とを容易に比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。また、その他の添付書類については、交付申請書に添付したもののうち、変更があったものに限り添付すること。（申請時以降変更のない場合は省略できる。）


別記様式第３号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


令和８年度山形県事業承継促進事業中止（廃止）承認申請書

　令和　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので、山形県補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認されるよう申請する。

記

１　中止（廃止）の理由



２　中止（廃止）の時期


別記様式第４号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


令和８年度山形県事業承継促進事業遂行状況報告書

　令和　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業について、山形県補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第２号の規定により指示を受けたいので、下記のとおり報告する。

記

１　予定の期間内に完了しない（遂行が困難となった）理由



２　遂行状況と今後の見通し


別記様式第５号
財　産　管　理　台　帳
事業者名：

	事業実施年度
	令和　　年度～　　年度
	県補助事業名
	令和８年度山形県事業承継促進事業費補助金

	事業の内容
	工期（納期）
	経費の配分
	処分制限期間
	処分の状況
	摘要

	工種・構造
・性能・施設区分
	施工箇所
又は
設置場所
	事業量
	着工
（契約）
年月日
	竣工
（納入）
年月日
	総事業費
	負担区分
	耐用
年数
	処分制限
年月日
	承認
年月日
	処分の
内容
	

	
	
	
	
	
	
	県費
	その他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	合　計
	
	
	
	
	
	
	
	



（注）１　処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。
３　摘要欄には、譲渡先、貸付先、抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。　
４　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。
５　本財産管理台帳は、処分制限期間を満了する年度の翌年度末まで保存すること。


別記様式第６号
事業実施状況調書

１　事業者名


２　補助事業の実施状況



３　事業の遂行状況
	
	総事業費
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	

	経費区分
	補助対象
	までに完了したもの
	以降に実施するもの
	備考

	
	経　　費
	事業費
	出来高比率
	事業費
	事業完了
	

	
	
	（注）
	
	（注）
	予定年月日
	

	
	円

	円
	％
	円
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	合計
	
	
	
	
	
	



（注）「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。


別記様式第７号
事　業　実　績　書

１　事業者名


２　事業完了年月日　　令和　　年　　月　　日


３　補助事業の実績



４　補助金所要額計算
	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)

	経費区分
	補助対象経費
支出額
（税抜）
	(A)×1/2
（千円未満切捨）
	補助基準額

	補助基本額
(B)又は(C)
のいずれか
低い額
	補助金
既交付決定額
	補助金所要額
(D)又は(E)
のいずれか
低い額

	

	円

	

	

	
	
	

	

	円

	
	
	
	
	

	合計
	円

	円

	円
500,000
	円

	円

	円




５　添付書類
　　事業の実施を証する証拠書類（契約書、帳簿、通帳、領収書等）の写し及び写真


別記様式第８号
令和　年　月　日


　山形県知事　氏　　　　名　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名


財産処分承認申請書

　令和８年度山形県事業承継促進事業費補助金により取得し、又は効用の増加した財産について、下記のとおり処分したいので、山形県補助金等の適正化に関する規則第22条の規定により承認されるよう、関係書類を添付して申請する。

記

１　処分の理由及び今後の利用方法等
　(1) 処分を行う理由
　(2) 今後の利用方法

２　処分の対象財産
　(1) 事業実施主体
　(2) 財産の名称、所在、型式、数量
　(3) 事業費、補助金額、補助率
　(4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数
　(5) 現況図面又は写真（添付）

３　処分予定年月日

４　その他知事が必要と認める資料

